
事務ガイドラインの改正について（預金取扱い金融機関関係）

現 行 改 正 後

０．一般事項 ０．一般事項

０－５ 災害における金融に関する措置 ０－５ 災害における金融に関する措置

０－５－１ 災害地に対する金融上の措置 ０－５－１ 災害地に対する金融上の措置

～ （省 略） ～ （省 略）

営業停止等における対応に関する措置

（新 規） 民間金融機関において、窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を
、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホー
ムページに掲載し、取引者に周知徹底するよう要請する。

０－５－２ 東海地震の地震防災対策強化地域内外における金融上の諸措置 ０－５－２ 東海地震の地震防災対策強化地域内外における金融上の諸措置

１ 東海地震の地震防災対策強化地域内に本店及び支店等の営業所を置く民間金融機関の警戒宣言時の １ 東海地震の地震防災対策強化地域内に本店及び支店等の営業所を置く民間金融機関の警戒宣言時の
対応について 対応について
～ （省 略） ～ （省 略）

２ 当該強化地域外に営業所を置く民間金融機関の警戒宣言時の対応について ２ 当該強化地域外に営業所を置く民間金融機関の警戒宣言時の対応について
、 （省 略） 、 （省 略）

０－５－３ 行政報告 ０－５－３ 行政報告

（省 略） （省 略）



現 行 改 正 後

１－６ 子会社等について １－６ 子会社等について

（略） （略）
１－６－１ ～ １－６－３ （略） １－６－１ ～ １－６－３ （略）
１－６－４ 銀行とその証券会社等の関係について １－６－４ 銀行とその証券会社等の関係について

（略） （略）
銀行等がその関係証券会社との間で、法令等遵守管理に関する業務、損失の危険の管理に関する業務 銀行等がその関係証券会社との間で、法令等遵守管理に関する業務、損失の危険の管理に関する業務

、内部監査及び内部検査に関する業務、財務に関する業務、経理に関する業務または税務に関する業務 、内部監査及び内部検査に関する業務、財務に関する業務、経理に関する業務または税務に関する業務
（以下、本項において「内部管理に関する業務」という。）について証券会社の行為規制等に関する命 （以下、本項において「内部管理に関する業務」という。）について証券会社の行為規制等に関する内
令第１２条第７号または第８号に規定する行為を行う場合には、当該関係証券会社が証券取引法第４５ 閣府令第１２条第７号または第８号に規定する行為を行う場合には、当該関係証券会社が証券取引法第
条但し書の規定に基づく弊害防止措置の適用除外の承認を得ることが要求されている。一方、銀行監督 ４５条但し書の規定に基づく弊害防止措置の適用除外の承認を得ることが要求されている。一方、銀行
の観点からは、内部管理に関する業務の統合によって、銀行等の当該業務遂行の高度化や効率化を図る 監督の観点からは、内部管理に関する業務の統合によって、銀行等の当該業務遂行の高度化や効率化を
ことが可能となる反面、関係証券会社との関係で統合された内部管理に関する業務についての責任の範 図ることが可能となる反面、関係証券会社との関係で統合された内部管理に関する業務についての責任
囲や所在が不明確になるリスク、さらに当該銀行等の内部管理に関する業務の責任者が実質的に当該内 の範囲や所在が不明確になるリスク、さらに当該銀行等の内部管理に関する業務の責任者が実質的に当
部管理に関する業務の管理・監督を行わないまま関係証券会社にその遂行を任せる状態になることによ 該内部管理に関する業務の管理・監督を行わないまま関係証券会社にその遂行を任せる状態になること
る当該銀行等の実質的な内部管理機能が働かないリスク等、業務の健全かつ適切な運営が阻害されるリ による当該銀行等の実質的な内部管理機能が働かないリスク等、業務の健全かつ適切な運営が阻害され
スクも発生することから、以下の点に特に留意する必要がある。 るリスクも発生することから、以下の点に特に留意する必要がある。
①～④ （略） ①～④ （略）

１－６－５ （略） １－６－５ （略）
１－６－６ 外国支店による業務提供関係会社への業務の委託について １－６－６ 外国支店による業務提供関係会社への業務の委託について
外国銀行支店がその業務を、証券会社に関する命令１５条３号及び１８条３号に規定する者（以下本項 外国銀行支店がその業務を、証券会社に関する内閣府令１５条３号及び１８条３号に規定する者（以下

において「業務提供関係会社」という。）に委託する場合には、銀行業務の健全かつ適切な運営の確保の 本項において「業務提供関係会社」という。）に委託する場合には、銀行業務の健全かつ適切な運営の確
観点から、以下の点に留意する必要がある。 保の観点から、以下の点に留意する必要がある。
・ （略） ・ （略）


